
独立行政法人北方領土問題対策協会 中期計画、年度計画 新旧対照表 

第 ３ 期 中 期 計 画 第 ２ 期 中 期 計 画 平 成 25年 度 計 画 平 成 24 年 度 計 画 

 

「独立行政法人北方領土問題対策協会」（以下

「協会」という。）は、中期目標に掲げられた事

項を確実に実施し、その目標を達成するため、

この計画を作成する。 

 

 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

一般管理費（人件費及び一時経費を除く。）

について、中期目標の最終年度（平成 29年度）

における当該経費の総額を、前中期目標の最

終年度（平成 24 年度）に対して、７％削減

する。 

 

業務経費（特殊要因に基づく経費、一時経

費及び四島交流等事業に要する傭船・運航に

係る経費を除く。）については、毎年度、前年

度比１％の経費の効率化を図る。 

 

  （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

人件費については、政府の方針を踏まえ見

直しを行っていくこととし、給与水準につい

ても、引き続き適正化に取り組むとともに、

その検証結果や取組状況を公表する。 

 

 

 

 

「独立行政法人北方領土問題対策協会」（以下

「協会」という。）は、中期目標に掲げられた事

項を確実に実施し、その目標を達成するため、

この計画を作成する。 

 

 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

一般管理費（人件費及び一時経費を除く。）

について、中期目標の最終年度（平成 24年度）

における当該経費の総額を、前中期目標の最

終年度（平成 19 年度）に対して、７％削減

する。 

 

業務経費（特殊要因に基づく経費及び一時

経費を除く。）については、毎年度、前年度比

１％の経費の効率化を図る。 

 

 

「中期目標期間中終了時の組織・業務の見

直しの結論を平成 18 年中に得る独立行政法

人等の見直しについて」（平成 18年 12月 24

日行政改革推進本部決定）における主務大臣

の見直し案（平成 18年 12月 5日、以下「協

会業務の見直し」という。）及び独立行政法人

整理合理化計画（平成 19年 12月 24日閣議

決定）を踏まえ、以下の措置を講ずる。 

 

・ 簡素で効率的な政府を実現するための行

政改革の推進に関する法律（平成 18年法

律第 47号）等に基づき、平成 22年度末

に常勤職員を１名削減するとともに、人

件費改革の取組を平成 23 年度まで継続

する。給与水準の適正性について検証し、

これを維持する合理的理由がない場合に

 

「独立行政法人北方領土問題対策協会」（以下

「協会」という。）は、中期計画に定めた業務の

実施について、独立行政法人通則法（平成 11年

法律第 103号）第 31条の規定に基づき、平成 25

年度の業務運営に関する計画を次のとおり定め

る。 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

(1) 中期計画を踏まえ、一般管理費（人件費

及び一時経費を除く。）の削減を図るため、

事務処理の効率化とより一層の事務経費

の節約を励行する。 

 

 

 (2) 業務経費（特殊要因に基づく経費、一時

経費及び四島交流等事業に要する傭船・運

航に係る経費を除く。）については、中期

計画を踏まえた効率化を図るため、各種支

援事業等における節約を引き続き推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 人件費については、政府の方針を踏まえ

見直しを行っていくこととし、給与水準の

適正性について検証し、これを維持する合

理的理由がない場合には、その適正化に取

り組み、その検証及び取組状況を公表す

る。 

 

 

「独立行政法人北方領土問題対策協会」（以下

「協会」という。）は、中期計画に定めた業務の

実施について、独立行政法人通則法（平成 11年

法律第 103号）第 31条の規定に基づき、平成 24

年度の業務運営に関する計画を次のとおり定め

る。 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

(1) 中期計画を踏まえ、一般管理費（人件費

及び一時経費を除く。）の削減を図るため、

事務処理の効率化とより一層の事務経費

の節約を励行する。 

 

 

 (2) 業務経費（特殊要因に基づく経費及び一

時経費を除く。）については、中期計画を

踏まえた効率化を図るため、各種支援事業

等における節約を引き続き推進する。 

中期計画を踏まえ、以下の措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 給与水準の適正性について検証し、

これを維持する合理的理由がない場合

には、その適正化に取り組み、その検証

結果及び取組状況を公表する。 

 

 

 

参考３ 
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  （削除） 

 

 

  契約は、原則として一般競争入札等（競争

入札及び企画競争入札・公募をいい、競争性

のない随意契約は含まない。以下同じ。）によ

る。「独立行政法人の契約状況の点検・見直し

について」（平成 21 年 11 月）を着実に実施

し、その取組状況を公表する。契約が一般競

争入札等による場合であっても、特に企画競

争、公募を行う場合には、競争性、透明性が

確保される方法により実施する。監事及び会

計監査人による監査において、入札・契約の

適正な実施についてチェックを受けるものと

する。また、引き続き一者応札の縮減のため、

「１者応札・１者応募にかかる改善方策」（平

成 21年６月協会決定）に従い、十分な公告期

間の確保や、新規参入者を考慮した仕様書の

見直しなどを図る。 

 

 

 

「独立行政法人における内部統制と評価に

関する研究会」が平成 22年３月に公表した報

告書（「独立行政法人における内部統制と評価

について」）及び総務省政策評価・独立行政法

人評価委員会から独立行政法人等の業務実績

に関する評価の結果等の意見として各府省独

立行政法人評価委員会等に通知した事項を参

考にして、法令等を遵守しつつ業務を行い、

協会に期待される役割を十全かつ適切に果た

していくため、今後も日常的なモニタリング、

監事監査、内部監査等を通じて定期的又は随

時に内部統制の独立的評価を実施し、内部統

制の更なる充実・強化を図る。 

 

は給与水準の適正化に取り組むととも

に、その検証結果や取組状況を公表する。 

 

・ 平成 20 年度内に札幌事務所を移転する

ことにより、一般管理費の削減を図る。 

 

・ 契約は、原則として一般競争入札等（競

争入札及び企画競争入札・公募をいい、

競争性のない随意契約は含まない。以下

同じ。）による。「随意契約見直し計画」（平

成 19年 12月）を着実に実施し、その取

組状況を公表する。契約が一般競争入札

等による場合であっても、特に企画競争、

公募を行う場合には、競争性、透明性が

確保される方法により実施する。監事及

び会計監査人による監査において、入

札・契約の適正な実施についてチェック

を受けるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

・ 内部統制・ガバナンス強化に向けた 検

討を行い、その向上を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4) 契約は、原則として一般競争入札等（競

争入札及び企画競争・公募をいい、競争性

のない随意契約は含まない。以下同じ。）

によるものとし、「独立行政法人の契約状

況の点検・見直しについて」(平成 21年 11

月)を着実に実施し、その取り組み状況を

公表する。 

    一般競争入札等の実施に当たっては、

「契約監視委員会」の議論・点検見直し結

果を踏まえ、競争性のない随意契約につい

て一般競争入札への移行等の見直しを行

うとともに、一者応札・一者応募の縮減の

ため、「１者応札・１者応募にかかる改善

方策」（平成 21年６月協会決定）に従い、

十分な公告期間の確保や、新規参入者を考

慮した仕様書の見直しなどを図るものと

し、真に競争性が確保されるよう取り組む

ものとする。 

 

 (5) 内部統制・ガバナンス強化については、

「独立行政法人における内部統制と評価

に関する研究会」が平成 22 年３月に公表

した報告書（「独立行政法人における内部

統制と評価について」）及び総務省政策評

価・独立行政法人評価委員会から独立行政

法人等の業務実績に関する評価の結果等

の意見として各府省独立行政法人評価委

員会等に通知した事項を踏まえ、法令等を

遵守しつつ業務を行い、協会に期待される

役割を十全かつ適切に果たしていくため、

監事の指導も得ながら、定期的な部内連絡

会議を実施するなどして、日常的なモニタ

リングを行うとともに、財務諸表監査の枠

 

 

 

 

 

 

・ 契約は、原則として一般競争入札等

（競争入札及び企画競争入札・公募をい

い、競争性のない随意契約は含まない。）

によるものとする。 

一般競争入札等の実施においては、

「独立行政法人の契約状況の点検・見直

しについて」（平成 21年 11月 17日閣議

決定）に基づき設置された「契約監視委

員会」の議論・点検見直し結果を踏まえ、

競争性のない随意契約について一般競

争入札への移行等の見直しを更に徹底

して行う。 

なお、「1者応札・1者応募」に対して

は、公告期間の十分な確保、参加資格の

要件緩和などを内容とする「１者応札・

１者応募にかかる改善方策」（平成 21

年 6月）に基づいて、真に競争性が確保

されるよう取り組むものとする。 

 

・  内部統制・ガバナンス強化について

は、監事の指導を得るとともに、財務

諸表監査の枠内における会計監査人か

らの意見及び「コンプライアンス委員

会」からの意見の聴取内容や、会計監

査人と理事長及び監事との意見交換等

の内容を部内連絡会議等の機会を捉え

て職員に対し周知し、業務を遂行する

上での遵守義務を確認するなど、引き

続きコンプライアンスの徹底を図る。 
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毎年の運営費交付金額の算定については、運

営費交付金債務残高の発生状況にも留意した

上で、厳格に行うものとする。加えて、財務

内容等の一層の透明性を確保する観点から、

決算情報・セグメント情報の公表の充実を図

るものとする。 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

（１）国民世論の啓発 

① 北方領土返還要求運動の推進 

幅広い国民世論を結集し、すそ野の広

い粘り強い国民運動を展開するため、「北

方領土返還要求運動都道府県民会議」及

び返還要求運動に取り組む民間団体等と

の連携を図り、全国において各種大会、

講演会、研修会、署名活動等、北方領土

返還のための国民運動を推進する。その

際、中期目標期間中にこれらの活動が多

くの都道府県等において適切になされる

よう引き続き全都道府県に働きかける。

これらの活動水準を 100 回以上に維持す

るとともに、支援内容が適切なものとな

るよう努める。また、推進委員の適切な

配置及び必要な情報の提供に努め、各都

道府県との連携を緊密にする。さらに、

返還要求運動を強化するため、民間企業

と連携した啓発活動についても検討す

る。 

これらの事業の実施による効果は、各

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 財務内容等の一層の透明性を確保する観

点から、決算情報・セグメント情報の公

表の充実を図るものとする。 

 

 

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

（１）国民世論の啓発 

① 北方領土返還要求運動の推進 

幅広い国民世論を結集し、すそ野の広

い粘り強い国民運動を展開するため、「北

方領土返還要求運動都道府県民会議」及

び返還要求運動に取り組む民間団体等と

の連携を図り、全国において各種大会、

講演会、研修会、署名活動等、北方領土

返還のための国民運動を推進する。その

際、中期目標期間中にこれらの活動が多

くの都道府県等において適切になされる

よう引き続き全都道府県に働きかける。

これらの活動水準を 100 回以上に維持す

るとともに、支援内容が適切なものとな

るよう努める。また、推進委員の適切な

配置及び必要な情報の提供に努め、各都

道府県との連携を緊密にする。 

 

 

 

これらの事業の実施による効果は、各

内における会計監査人からの意見や「コン

プライアンス委員会」からの意見の聴取内

容、会計監査人と理事長及び監事との意見

交換等の内容を職員に対し周知し、業務を

遂行する上での遵守義務を確認するなど、

引き続き内部統制・コンプライアンスの充

実・強化を図る。 

 

 (6) 運営費交付金額の算定については、運営

費交付金債務残高の発生状況にも留意し

た上で、厳格に行うものとする。加えて、

財務内容等の一層の透明性を確保する観

点から、決算情報・セグメント情報の公表

の充実を図るものとする。 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

(1) 国民世論の啓発に関する事項 

  ① 北方領土返還要求運動の推進 

(ｱ) 全国に設置されている北方領土返還

要求運動都道府県民会議（以下「県民会

議」という。）並びに返還要求運動に取

り組む民間団体で組織される北方領土

返還要求運動連絡協議会（以下「北連協」

という。）及び北連協加盟団体等の実施

する以下の事業等が年間 100 回以上に

保たれるよう適切な支援を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、これらの事業の実施による効果

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 引き続き、財務内容等の一層の透明

性を確保する。 

 

 

 

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の業

務の質の向上に関する目標を達成するためと

るべき措置 

(1) 国民世論の啓発に関する事項 

  ① 北方領土返還要求運動の推進 

(ｱ) 全国に設置されている北方領土返還

要求運動都道府県民会議（以下「県民会

議」という。）並びに返還要求運動に取

り組む民間団体で組織される北方領土

返還要求運動連絡協議会（以下「北連協」

という。）及び北連協加盟団体等の実施

する以下の事業等が年間 100 回以上に

保たれるよう適切な支援を行う。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、これらの事業の実施による効果
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都道府県民会議等における啓発事業の実

施件数、内容の充実状況、参加数等の状

況及び新たな指標として各種大会や講演

会等の各事業統一的なアンケートを事業

参加者に対して実施するなどして、適切

に把握するよう努める。また、これらの

結果や、政府が実施する世論調査等の結

果も活用し、性別や年齢、参加経験等、

多角的に国民全体の関心度を測定・分析

したうえで啓発活動の改善に資するもの

とする。 

「北方領土を目で見る運動」の一環と

して、根室地域に建設された啓発施設「北

方館」等の充実を図るとともに、保有資

産の有効活用の観点から意見箱を設置す

ることにより、来館者からの施設に対す

る要望等をきめ細かく把握し、これらの

啓発施設について、保有目的に照らして

さらなる有効活用が図られるよう検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県民会議等における啓発事業の実

施件数、事業の内容の充実状況、これら

の事業への国民の参加数等の状況、講演

会等参加者の反応の状況（派遣講師等を

通じて把握）等の指標により把握するも

のとするが、引き続き、啓発事業による

効果を把握するための指標についても検

討する。 

 

 

 

「北方領土を目で見る運動」の一環と

して、根室地域に建設された啓発施設「北

方館」等の充実を図るとともに、保有資

産の有効活用の観点から意見箱を設置す

ることにより、来館者からの施設に対す

る要望等をきめ細かく把握し、これらの

啓発施設について、保有目的に照らして

さらなる有効活用が図られるよう検討す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

は、事業の実施件数、内容の充実状況、

参加数等の状況及び各種大会や講演会

等の各事業統一的なアンケートを事業

参加者に対して実施するなどして、適切

に把握するように努める。また、これら

の結果や、政府が実施する世論調査の結

果を活用し、性別や年齢、参加経験等、

多角的に国民の関心度を測定・分析した

うえで啓発活動の改善に努める。 

(ⅰ) 北方領土返還要求全国大会 

（２月７日「北方領土の日」開催

場所：東京） 

(ⅱ) 県民会議が開催する県民大会、講

演会、研修会等 

(ⅲ) 北連協及びその加盟団体等が開

催する現地（根室市）集会、研修会

等 

(ⅳ) 北方領土返還要求署名活動、街頭

啓発、キャラバン、パネル展等の北

方領土返還要求にかかわるその他

の啓発活動 

   (ｲ) 県民大会等へ研究者、実務家、元島

民等を講師として派遣する事業を実施

する。 

   (ｳ) 協会、県民会議、都道府県等の連携

を緊密にするためのパイプ役として推

進委員を配置し、協会の得た情報の提

供を行い、その共有を図り、返還運動

の推進を図る。 

   (ｴ)  以下の会議を招集するとともに、必

要に応じ北連協及びその加盟団体等が

実施する会議に参加し、今年度の計画、

総括・見直し、課題等を協議する。 

○ 都道府県推進委員全国会議（東京／

4月） 

○ 都道府県民会議代表者全国会議（11

月開催予定） 

○ ブロック幹事県担当者会議（11月、

3月開催予定） 

を、事業の実施件数、事業内容の充実状

況、国民の参加数等の状況、参加者の反

応状況等の指標により、適切に把握する

よう努めるとともに、啓発事業の効果を

把握するための指標については、参加者

へのアンケートを通じてその内容の検

討を進める。 

 

 

(ⅰ) 北方領土返還要求全国大会 

（２月７日「北方領土の日」開催

場所：東京） 

(ⅱ) 県民会議が開催する県民大会、講

演会、研修会等 

(ⅲ) 北連協及びその加盟団体等が開

催する現地（根室市）集会、研修会

等 

    (ⅳ) 北方領土返還要求署名活動、街

頭啓発、キャラバン、パネル展等

の北方領土返還要求にかかわるそ

の他の啓発活動 

   (ｲ) 県民大会等へ研究者、実務家、元島

民等を講師として派遣する事業を実施

する。 

   (ｳ) 協会、県民会議、都道府県等の連携

を緊密にするためのパイプ役として推

進委員を配置し、協会の得た情報の提

供を行い、その共有を図り、返還運動

の推進を図る。 

   (ｴ) 県民会議等事業の今年度の計画、総

括・見直し、課題等を協議するため、

以下の会議を招集する。 

 

○ 都道府県推進委員全国会議（東京／

4月） 

○ 都道府県民会議代表者全国会議（11

月開催予定） 

○ ブロック幹事県担当者会議（11月、

3月開催予定） 
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②青少年や教育関係者に対する啓発の実施 

(ｱ) 返還要求運動の「後継者対策」を重

点的に推進するため、全国の青少年、

教育関係者等に本問題への理解と関

心を深めてもらうための事業を実施

する。 

なお、事業実施に当たっては、研修

会等へ参加した青少年の事後活動を

推進・支援するなどして、効果的な事

業実施に努め、返還要求運動への継続

的な参加を促すよう努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②青少年や教育関係者に対する啓発の実施 

(ｱ)  返還要求運動の「後継者対策」を重点

的に推進するため、全国の青少年、教育

関係者等に本問題への理解と関心を深め

てもらうための事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 県民会議ブロック会議（６ブロッ

ク） 

（削除） 

   （③に移動） 

 

 

 

 

 

 

 

  （③に移動） 

 

 

 

 

 

   (ｵ) 根室地域の啓発施設については、啓

発効果の一層の向上を図る観点から、

施設の設備整備等を行う。また、啓発

施設に設置の意見箱の内容を集約し、

施設の有効活用が一層図られるよう検

討する。 

 

 

 

 

  ②青少年や教育関係者に対する啓発の実施 

   (ｱ) 返還要求運動の「後継者対策」を目

的として、全国の青少年、教育関係者

等に本問題への理解と関心を深めても

らうため、以下の事業を実施する。 

     従前から実施している事業について

は、前年度の各事業に対する参加者の

意見等を踏まえ、内容の充実に努める。 

なお、事業に参加した青少年には、事

後活動の結果報告の提出を県民会議に

依頼するなどして、事後活動の推進を図

るものとする。 

○ 県民会議ブロック会議（６ブロッ

ク） 

    ○ 北連協代表者会議  

    (ｵ) 広く国民に北方領土問題及び返還要

求運動について、理解と認識を深める

ため以下の事業を実施する。 

    (ⅰ) 標語募集 

    (ⅱ)  啓発カレンダーの作成 

    (ⅲ)  啓発懸垂幕の掲出 

    (ⅳ) その他啓発効果の高い掲示物に

よる啓発 

   (ｶ)  北方領土問題に関する昨今の情勢

に鑑み、国民世論の一層の啓発を図る

必要があることを踏まえ、国民とりわ

け若い世代が北方領土問題に対する関

心を高めるための「北方領土ふれあい

広場」（仮称）を実施する。 

   (ｷ)  根室地域の啓発施設のうち、北方館

（根室市）及び羅臼国後展望塔（羅臼

町）の両施設については、啓発効果の

一層の向上を図る観点から、施設の設

備整備等を行う。また、別海北方展望

塔（別海町）を含めた３つの啓発施設

に設置の意見箱の内容を集約し、施設

の有効活用が一層図られるよう検討す

る。 

 

  ②青少年や教育関係者に対する啓発の実施 

   (ｱ) 返還要求運動の「後継者対策」を目

的として、全国の青少年、教育関係者

等に本問題への理解と関心を深めても

らうため、以下の事業を実施する。 

     従前から実施している事業について

は、前年度の各事業に対する参加者の

意見等を踏まえ、内容の充実に努める。 
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また、協会が主催する事業について

は、アンケート調査を実施し、参加者

の反応の状況を把握するとともに、年

齢、性別、参加経験等を踏まえた分析

等をしたうえで、意見を事業に反映さ

せるように努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 学校教育における北方領土教育の

充実を図る環境を整備するため、都道

府県民会議の主導による「北方領土問

題教育者会議」の設置と活動に対して

全都道府県に引き続き働きかけると

ともに、教育者会議へのアンケート等

を実施することで、その活動状況を把

握し、同会議での成果を教育関係者に

フィードバックするよう努める。 

 

 

 

 

また、協会が主催する事業について

は、アンケート調査を実施し、参加者

の反応の状況を把握し、意見を事業に

反映させるように努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 学校教育における北方領土教育の

充実を図る環境を整備するため、都道

府県民会議の主導による「北方領土問

題教育者会議」の設置と活動に対して

全都道府県に引き続き働きかけると

ともに、同会議での成果を教育関係者

にフィードバックするよう努め、その

活動状況を把握する。 

 

 

 

 

 

また、協会が主催する事業について

は、アンケートを実施し、参加者の反応

の状況を把握するとともに、年齢、性別、

参加経験等を踏まえた分析等をしたう

えで、次年度事業に反映させる。 

    ○ 北方少年交流事業（対象：北方領

土元居住者の３世等） 

     ・  内閣総理大臣、内閣府特命担当

大臣（沖縄及び北方対策）等関係

大臣に対し、早期解決を訴える。 

     ・  同世代の少年・少女と交流を通

じた北方領土研修。 

    ○ 北方領土問題青少年現地研修会

（対象：中学生、高校生／根室市） 

    ○ 北方領土問題教育指導者現地研修

会（対象：中学校社会科担当教諭等

／根室市） 

    ○ 北方領土ゼミナール（対象：大学

生／根室市） 

 

    ○ 北方領土問題学生研究会（対象：

大学生／原則年２回） 

    ○ 北方領土問題に関するスピーチコ

ンテスト（対象：中学生） 

    ○ えとぴりか巡回研修事業 

 

(ｲ) 学校教育における北方領土教育の充

実・強化を図ることを目的とする「北方

領土問題教育者会議」の設置について未

設置の県に対しては、各県の状況等を踏

まえつつ、既設置の都道府県における設

置経緯、規約及び活動事例等の情報提供

といった働きかけ・協力を引き続き行う

とともに、既設立会議については啓発資

料・資材及び学習教材集の提供、有識

者・元島民等の講師派遣といった支援を

行う。 

      また、各県の教育者会議間の連携を

図るとともに、教材等の成果物の共有

各事業の参加者に対しては、アンケー

ト又は報告書を提出させ、各事業に対す

る意見等を集約した上で次年度事業に

反映させる。 

 

    ○ 北方少年交流事業（対象：北方領

土元居住者の３世等／７月） 

     ・  内閣総理大臣、内閣府特命担当

大臣（沖縄及び北方対策）等関係

大臣に対し、早期解決を訴える。 

     ・  同世代の少年・少女と交流を通

じた北方領土研修。 

    ○ 北方領土問題青少年現地研修会

（対象：中学生、高校生／８月・根

室市） 

    ○ 北方領土問題教育指導者現地研修

会（対象：中学校社会科担当教諭等

／８月・根室市） 

    ○ 北方領土ゼミナール（対象：大学

生／９月・根室市） 

    ○ 北方領土問題学生研究会（対象：

大学生／原則年２回） 

    ○ 北方領土問題に関するスピーチコ

ンテスト（対象：中学生） 

    ○ 北方領土青少年等啓発列車（仮称） 

 

(ｲ) 学校教育における北方領土教育の充

実・強化を図ることを目的とする「北方

領土問題教育者会議」の設置について未

設置の県に対しては、各県の状況等を踏

まえつつ、既設置の都道府県における設

置経緯、規約及び活動事例等の情報提供

といった働きかけ・協力を引き続き行う

とともに、既設立会議については啓発資

料・資材及び学習教材集の提供、有識

者・元島民等の講師派遣といった支援を

行う。 

      また、各県の教育者会議間の連携を

図るとともに、教材等の成果物の共有
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③ 北方領土問題にふれる機会の提供 

北方領土問題についての関心と国民世

論を高めるため、国民が北方領土問題に

ふれる機会の提供に努める。特に、若年

層やこれまで協会が実施してきた取組に

参加していない国民に対して積極的に機

会の提供を行うため、刊行物やパンフレ

ットのほかに、民間企業のノウハウも活

用しながら、インターネット等の ICT や

街頭ビジョン等を用いて、多くの国民の

目にふれやすい事業を実施する。なお、

実施に当たっては、北方領土問題やその

歴史、北方領土の現状等に関する情報、

知識を分かりやすく伝えるよう工夫する

とともに、例えば、イベントの参加者へ

のアンケートやホームページにおける意

見募集などにより、参加者等の反応や関

心度を自ら把握するよう努める。 

 

 

 

 

 

 

（２）北方四島との交流事業 

   ①  元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との相互交流 

元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との間の相互交流事業を関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ わかりやすい情報の提供 

刊行物、パンフレット、インターネッ

ト等を活用して、北方領土問題について

国民が正しく理解し、認識を深めること

ができるよう関連資料や最新のデータを

幅広く提供する。協会のウェブサイトに

関しては、特に学生や子供にも知識をわ

かりやすく伝えるよう工夫する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）北方四島との交流事業 

   ①  元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との相互交流 

元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との間の相互交流事業を関

化等を進めるため「北方領土問題教育

者会議全国会議」を開催する。さらに、

教育者会議へのアンケート等を実施す

ることで、その活動状況を把握し、同

会議での成果を教育関係者にフィード

バックする。 

 

   (ｳ) 県民会議等が実施する青少年現地視

察事業について適切な支援を行う。 

 

  ③ 北方領土問題にふれる機会の提供 

北方領土問題についての関心と国民世

論を高めるため、以下の取組を実施するこ

とで、国民が北方領土問題にふれる機会の

提供に努める。なお、以下の事業を実施す

るにあたっては、北方領土問題やその歴史

などの訴求内容を事業の特性を踏まえな

がら適切に判断し分かりやすく伝えるよ

う工夫するとともに、イベント参加者への

アンケートやホームページにおける意見

募集を実施するなどして、参加者等の反応

や関心度を把握するよう努める。 

   (ｱ) パンフレット等の啓発用資料・資材

の作成 

(ｲ) 標語・キャッチコピーの募集 

(ｳ)  啓発カレンダーの作成 

(ｴ) 街頭ビジョン等による啓発 

(ｵ) 協会ホームページや SNSを利用して、

事業実績などのコンテンツを速やかに

更新するなどして情報発信を実施 

(ｶ) 国民とりわけ若い世代が北方領土問

題に対する関心を高めるための「北方

領土ふれあい広場」（仮称）を実施 

 

(2) 北方四島との交流事業 

以下の相互交流事業及び専門家派遣事業

については、事業実施後、日本人参加者か

ら意見を聴取して、次回以降の事業内容の

改善に資する。なお、四島在住ロシア人受

化等を進めるため「北方領土問題教育

者会議全国会議」を開催する。 

 

 

 

 

 

   (ｳ) 県民会議等が実施する青少年現地視

察事業について適切な支援を行う。 

 

  ③ わかりやすい情報の提供 

北方領土問題についての国民世論の啓

発を図るため、パンフレット等の啓発用資

料、資材の作成等を行う。 

また、インターネットを活用し、積極的

な情報発信に努め、協会ホームページにお

いて、実施した事業の実績などのコンテン

ツを速やかに最新のデータに更新すると

ともに、特に教育者や青少年にわかりやす

い情報の発信に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 北方四島との交流事業 

以下の相互交流事業及び専門家派遣事業

については、事業実施後、日本人参加者か

ら意見を聴取して、次回以降の事業内容の

改善に資する。なお、四島在住ロシア人受

- 7 - 



係機関・関係団体とも連携を取りながら

実施し、支援する。事業実施後、参加者

から意見を聴取して、次回以降の事業内

容の改善に資する。 

なお、政府から次代の四島交流事業に

関する在り方について方針が示された際

には、その方針に基づき、体制の整備、

交流手法の見直し及び交流成果の更なる

活用に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 専門家交流 

専門家による北方四島との交流事業を

関係団体とも連携を取りながら実施し、

支援する。事業実施後、参加者からの意

見を聴取して、次回以降の事業内容の改

善に資する。 

特に、北方四島在住ロシア人に対して、

日本語習得の機会を提供するため、日本

語講師派遣事業を実施する。その際、日

本語講師に対して、報告書の提出を求め、

事業内容に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

係機関・関係団体とも連携を取りながら

実施し、支援する。事業実施後、参加者

から意見を聴取して、次回以降の事業内

容の改善に資する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 専門家交流 

専門家による北方四島との交流事業を

関係団体とも連携を取りながら実施し、

支援する。事業実施後、参加者からの意

見を聴取して、次回以降の事業内容の改

善に資する。 

特に、北方四島在住ロシア人に対して、

日本語習得の機会を提供するため、日本

語講師派遣事業を実施する。その際、日

本語講師に対して、報告書の提出を求め、

事業内容に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

入事業参加者についても、アンケートによ

る意見の聴取に努める。 

 

 

また、政府から次代の四島交流事業に関

する在り方について方針が示された際に

は、その方針に基づき、体制の整備、交流

手法の見直し及び交流成果の更なる活用に

努める。 

 

 （削除） 

 

 

 

 

① 元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との相互交流 

元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との間の相互交流事業の実

施並びに支援については、引き続き推進す

る。 

 

② 専門家の派遣 

    専門家派遣として、教育専門家（中学

校社会科教諭）の訪問を青少年訪問と合同

で実施する。実施の際には、教育専門家訪

問参加者に対しては、報告書を提出させ

る。 

また、日本語講師を３島（色丹、国後、

択捉島）へ派遣する。実施にあたっては、

昨年度派遣の講師からの意見聴取などを

踏まえ作成するカリキュラムを実施する

こととする。派遣終了後には、派遣講師に

活動報告書の提出をさせるとともに、派遣

メンバーを招集して現地におけるより円

滑かつ効率的な指導実現のため改善要望

事項等を聴取するための報告会を開催す

るなど、今後の事業内容をより四島側の要

望に沿ったカリキュラムとするよう努め

入事業参加者についても、アンケートによ

る意見の聴取に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 試験運航の実施 

相互交流事業の安定的な実施に支障の

ないよう、後継船舶の就航に伴う試験運

航を関係者のみで実施する。 

 

② 元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との相互交流 

元島民や返還運動関係者等と北方四島

在住ロシア人との間の相互交流事業の実

施並びに支援については、引き続き推進す

る。 

 

   ③ 専門家の派遣 

    専門家派遣として、教育専門家（中学

校社会科教諭）の訪問を青少年訪問と合

同で実施する。実施の際には、教育専門

家訪問参加者に対しては、報告書を提出

させる。 

また、日本語講師を３島（色丹、国後、

択捉島）へ派遣する。実施にあたっては、

昨年度派遣の講師からの意見聴取などを

踏まえ作成するカリキュラムを実施する

こととする。派遣終了後には、派遣講師に

活動報告書の提出をさせるとともに、派遣

メンバーを招集して現地におけるより円

滑かつ効率的な指導実現のため改善要望

事項等を聴取するための報告会を開催す

るなど、今後の事業内容をより四島側の要

望に沿ったカリキュラムとするよう努め
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）北方領土問題等に関する調査研究 

調査研究については、返還要求運動や協

会が関わるその他啓発活動を的確かつ効果

的に推進する観点から、研究テーマ、方法、

活用策を検討し、真に必要で有益な調査研

究を行う。 

なお、活用状況を把握するなど、事後に

おける実施効果の検証及び内閣府独立行政

法人評価委員会による評価に基づき、成果

の低いものや必要性の低下したものについ

ては積極的に見直し改廃を図る。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 四島交流等事業に使用する後継船 舶

の確保 

「四島交流等の実施及び後継船舶の確

保に関する方針」（平成 19年 12月 18日

関係閣僚申合せ）の趣旨を踏まえ、北方

四島交流事業等関係府省等推進協議会に

参加する。四島交流等事業に使用する後

継船舶については、平成 20年度において

民間企業に公募をかけて後継船舶に関す

る提案を受け、事業者を選定し、契約（ま

たは協定）を締結するとともに、平成 24

年度を目途として長期傭船に係る本契約

を締結する。 

 

（３）北方領土問題等に関する調査研究 

北方領土問題を巡る環境の変化、返還要

求運動の当面の課題等を踏まえて、具体的

なテーマを選定し、調査研究を行い、これ

らを返還運動関係者の活動の参考に供する

とともに、国民に対して分かりやすく情報

提供を行うこととし、ホームページ等を通

じて積極的に公表する。 

その際、事後における実施効果の検証結

果及び内閣府独立行政法人評価委員会によ

る評価に基づき、成果の低い事業や必要性

の低下した事業については積極的に見直し

改廃を図る。    

なお、協会業務の見直しを踏まえ、恒

常的な研究会は廃止し、毎年度開催して

きた国際シンポジウムについては、必要

に応じ開催することとする。 

る。 

 

③ その他 

     北方四島交流事業の本年度の実施結果

を踏まえ、相互理解の一層の推進に向け

て、実施関係団体等による協議を行う。 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)  北方領土問題等に関する調査研究 

北方領土問題その他北方地域に関する諸

問題の解決の促進を図るために実施する調

査研究については、返還要求運動や協会が

関わるその他啓発活動を的確かつ効果的に

推進する観点からテーマを検討し、真に必

要な調査研究を行う。 

なお、調査研究の結果については、ホー

ムページ等で公表し、アンケートを通じて

活用状況を把握するなど実施効果を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

る。 

 

④ その他 

     北方四島交流事業の本年度の実施結果

を踏まえ、相互理解の一層の推進に向け

て、実施関係団体等による協議を行う。 

 

 

(3)  四島交流等事業に使用する後継船舶の

確保 

「四島交流等の実施及び後継船舶の確保

に関する方針」（平成 19 年 12 月 18 日関係

閣僚申合せ）及び北方四島交流事業等関係

府省等推進協議会の方針に基づき締結した

協定書に従い、協定書を締結した事業者と

傭船及び運航委託契約を締結する。 

 

 

 

 

 

 

(4)  北方領土問題等に関する調査研究 

北方領土問題を巡る環境の変化、返還要

求運動の当面の課題等をテーマとした調査

研究を行う。選定したテーマについては、

レポート等を作成し、ホームページ等を通

じて公表することとする。また、選定した

テーマ及び公表したレポートについて返還

要求運動関係者等へのアンケートを通じて

効果を検証し、より分かりやすいレポート

等の作成に努める。 

その他、有識者の意見等を収集し、運動

関係者に提供し、効果的に活用する。 

なお、国際シンポジウムについては、開

催することとする。 
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（４）元島民等の援護 

① 元島民等が行う返還要求運動及び資料

収集等の活動に対する支援 

(ｱ) 元島民等が行う研修活動や署名活動

等を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 戦前における北方四島の生活実態、

引揚げの状況等に関する資料・証言の

収集及び保存活動を支援する。 

 

 

 

 

 

② 自由訪問に対する支援 

元島民等により構成される団体が行う

北方四島へのいわゆる自由訪問を支援す

るとともに、訪問する元島民等に対し事

前研修を実施する。 

 

 

 

(5)北方地域旧漁業権者等に対する融資事業 

「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置

に関する法律」（昭和三十六年法律第百六十二

号）の趣旨に則り、北方地域旧漁業権者等に

対する融資事業を効果的・効率的に実施でき

るよう、以下のように努める。 

① 融資制度の周知 

融資の内容及び手続並びに借入資格の

 

（４）元島民等の援護 

① 元島民等が行う返還要求運動及び資料

収集等の活動に対する支援 

(ｱ) 元島民等が行う研修活動や署名 

活動を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 戦前における北方四島の生活実態、

引揚げの状況等に関する資料・証言の

収集及び保存活動を支援する。 

 

 

 

 

 

② 自由訪問に対する支援 

元島民等により構成される団体が行う

北方四島へのいわゆる自由訪問を支援す

るとともに、訪問する元島民等に対し事

前研修を実施する。 

 

 

 

(5)北方地域旧漁業権者等に対する融資事業 

「北方地域旧漁業権者等に対する特別措置

に関する法律」（昭和三十六年法律第百六十二

号）の趣旨を踏まえつつ、北方地域旧漁業権

者等に対する融資事業を効果的・効率的に実

施できるよう、以下のように努める。 

① 融資制度の周知 

融資の内容及び手続き等並びに平成 

 

(4) 元島民等の援護等に関する事項 

   ① 元島民等が行う返還要求運動及び資料

収集等の活動に対する支援 

(ｱ)  元島民等が全国の北方領土返還要求

運動に果たす役割の重要性について、よ

り理解を深めるとともに、元島民等の相

互の連帯を一層強化するため「北方地域

元居住者研修・交流会」を開催する。 

また、元島民等の団体が行う返還要求

運動等に対して支援を行うとともに、元

島民の後継者の育成及び組織連携の強

化、活動の推進等を目的とした元島民の

後継者が行う活動について支援する。 

 

   (ｲ) 元島民等により構成される団体が、

元島民等が所有する貴重な北方領土関

連資料を収集・保存する事業及び広く

一般国民に伝えることを目的に収集し

た資料をホームページへ掲載するとと

もに、ＤＶＤを含む記録集や写真パネ

ルを作成する事業に対し支援を行う。 

 

  ② 自由訪問に対する支援 

    元島民等により構成された団体が行う

北方四島へのいわゆる自由訪問を支援す

るとともに、訪問する元島民等に対し事

前研修を行う。 

その際、実施した事業の実績を整理した

報告書を提出させる。 

 

(5)北方地域旧漁業権者等に対する融資事業 

 

 

 

 

 

①  融資制度の周知 

    融資対象者が多く居住する道内及び富

 

(5) 元島民等の援護等に関する事項 

   ① 元島民等が行う返還要求運動及び資料

収集等の活動に対する支援 

(ｱ)  元島民等が全国の北方領土返還要求

運動に果たす役割の重要性について、よ

り理解を深めるとともに、元島民等の相

互の連帯を一層強化するため「北方地域

元居住者研修・交流会」を開催する。 

また、元島民等の団体が行う返還要求

運動等に対して支援を行う。特に、元島

民後継者の組織化・活性化を図るため、

「後継者活動委員会（仮称）」の設置等、

元島民後継者の活動について支援する。 

 

   (ｲ) 元島民等により構成される団体が、

これまでに収集保存した戦前の貴重な

北方領土の写真と自由訪問、北方墓参

等の機会に撮影した現在の北方領土の

写真との移り変わりを中心に編集した

ＣＤ－ＲＯＭや啓発パネルを作成する

事業に対し支援を行う。 

 

  ② 自由訪問に対する支援 

    元島民等により構成された団体が行う

北方四島へのいわゆる自由訪問を支援す

るとともに、訪問する元島民等に対し事

前研修を行う。 

その際、実施した事業の実績を整理した

報告書を提出させる。 

 

(6)北方地域旧漁業権者等に対する融資事業 

 

 

 

 

 

  ① 融資制度の周知 

    融資対象者が多く居住する道内及び富
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承継制度の周知を図るため、対象者が多

く居住する地区で融資説明・相談会を開

催するとともに、機関紙等を活用した広

報を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 関係金融機関との連携強化 

制度利用の円滑化を図るため、関係金

融機関（転貸・委託貸に関わる金融機関

をいう。）との連携を一層強化する。 

 

 

 

 

 

   ③ 事業結果の分析・検証 

融資実績から得られる利用者の属性

や、資金使途・金額等を分析・検証する

こととし、法の趣旨に照らして融資メニ

ューの見直しを検討する。 

 

  ④ 融資資格承継の的確な審査 

    融資資格の承継手続を行う際には、法

の趣旨に照らして、引き続き的確な審査

を実施する。 

 

 

⑤ リスク管理債権の適正な管理 

電話や文書による督促、面談・実態調

査、法的手段等の措置を適時的確に講ず

20 年 4 月 1 日より一部変更となる元居

住者の要件及び新たに導入された死後承

継制度の周知を図るため、対象者が多く

居住する地区で融資説明・相談会を開催

するとともに、機関紙等を活用した広報

を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 関係金融機関との連携強化 

制度利用の円滑化を図るため、関係金

融機関（転貸・委託貸に関わる金融機関

をいう。）との連携を一層強化する。 

 

 

 

 

 

    （追加） 

 

 

 

 

 

    （追加） 

 

 

 

 

 

③ リスク管理債権の適正な管理 

電話や文書による督促、面談・実態調

査、法的手段等の措置を適時的確に講ず

山県の 10地区で、融資説明・相談会を開

催するとともに、協会のホームページ、

広報紙「札幌だより」や元島民等により

構成される団体の会合等を活用し、以下

について周知の徹底を図る。 

・ 融資内容及び手続の方法について 

 

 

 

・ 生前承継及び同制度を補完する死後承

継について 

また、承継手続ができる可能性の高い世

帯に対し、別途ダイレクトメールを送り、

手続を促す。 

 

② 関係金融機関との連携強化 

制度利用の円滑化を図るため以下の会

議を開催し、関係金融機関との連携を一

層強化する。 

○ 漁業協同組合担当者会議（４月 

札幌） 

○ 関係機関実務担当者会議（４月 

札幌） 

 

  ③ 事業結果の分析・検証 

    融資実績から得られる利用者の属性

や、資金使途・金額等を分析・検証する

こととし、必要に応じて融資メニューの

見直しを検討する。 

 

  ④ 融資資格承継の的確な審査 

    法の定める承継要件の確認を戸籍謄本

等の公証やその他必要書類を申し受ける

ことにより確実に行い、引き続き的確な

審査を実施する。 

 

⑤ リスク管理債権の適正な管理 

電話や文書による督促、面談・実態調

査、法的手段等の措置を的確に講ずるこ

山県の 10地区で、融資説明・相談会を開

催するとともに、協会のホームページ、

広報紙「札幌だより」や元島民等により

構成される団体の会報等を活用し、以下

について周知の徹底を図る。 

・ 平成 23 年４月の貸付限度額変更及び

生前承継認定基準改正等の内容をはじ

めとする融資内容及び手続きの方法に

ついて 

・生前承継及び同制度を補完する死後承

継について 

また、承継手続きができる可能性の高い

世帯に対し、別途ダイレクトメールを送

り、手続きを促す。 

 

② 関係金融機関との連携強化 

制度利用の円滑化を図るため以下の会

議を開催し、関係金融機関との連携を一

層強化する。 

○ 漁業協同組合担当者会議（４月 

札幌） 

○ 関係機関実務担当者会議（４月 

札幌） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ リスク管理債権の適正な管理 

電話や文書による督促、面談・実態調

査、法的手段等の措置を的確に講ずるこ
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ることにより、債権の回収に努めるとと

もに、生活資金、更生資金、修学資金、

住宅資金（うち、増改築又は補修に要す

る資金及び中古住宅の購入に要する資

金）については、リスク債権の一層の低

減化を図るため、平成 19年度から実施し

ている債権回収の強化措置及び貸付条件

の厳格化の措置を維持する。 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ⑥ 法人資金の停止 

    引き続き法人資金の貸付を停止する。 

 

 

ることにより、債権の回収に努めるとと

もに、生活資金、更正資金、修学資金、

住宅改良資金については、リスク債権の

一層の低減化を図るため、平成 19年度か

ら実施している債権回収の強化措置及び

貸付条件の厳格化の措置を維持する。 

 

 

 

また、業務実施にあたっては、協会業

務の見直しを踏まえ、以下の措置を講ず

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 平成２０年度当初から法人資金の貸

付を停止すること。 

 

 

とにより、債権の回収に努める。また、

更生、生活、修学、住宅（うち、増改築

又は補修に要する資金及び中古住宅の購

入に要する資金）の各資金については、

平成 19年度から実施している債権回収の

強化措置及び貸付条件の厳格化の措置を

維持するとともに、個人信用情報システ

ムを活用し、より正確な情報把握に努め

る等、リスク管理債権を以下のとおり適

正に管理する。なお、個人情報の適切な

管理が図られるよう、引き続き留意する。 

(ｱ) 貸付残高に占めるリスク管理債権額

の割合（リスク管理債権比率）を全国預

金取扱金融機関の 23 年度末平均比率

3.02％以下に抑制する。 

(ｲ) 更生・生活資金のリスク管理債権の残

高を前中期計画期間中の目標額の 90％

以下（29,692千円以下）に抑制する。 

(ｳ) 修学資金については、新規及び更新契

約時に成人に達した修学者と連帯債務

契約を締結（対象者の 80％を達成目標

とする）し、債権保全を強化する。 

(ｴ) 住宅資金のうち増改築又は補修に要

する資金及び中古住宅の購入に要する

資金のリスク管理債権の残高を前中期

計画期間中の目標額の 90％以下（46,141

千円以下）に抑制する。 

 

④ 融資業務研修会の開催 

元島民等により構成される団体の支部

長、推進員等を対象に、融資制度の内容や

管理回収状況及び法改正について、正確な

情報を提供し理解を深めてもらうため融

資業務研修会を開催する。 

 

  ⑤ 法人資金の停止 

    引き続き法人資金の貸付を停止する。 

 

 

とにより、債権の回収に努める。また、

更生、生活、修学、住宅改良の各資金に

ついては、平成 19年度から実施している

債権回収の強化措置及び貸付条件の厳格

化の措置を維持するとともに、個人信用

情報システムを活用し、より正確な情報

把握に努める等、リスク管理債権を以下

のとおり適正に管理する。なお、個人情

報の適切な管理が図られるよう、引き続

き留意する。 

 

(ｱ) 貸付残高に占めるリスク管理債権額

の割合（リスク管理債権比率）を全国預

金取扱金融機関の 22 年度末平均比率

2.99％以下に抑制する。 

(ｲ) 更生・生活資金については、前中期計

画期間中のリスク管理債権平均残高の

90％以下に抑制する。 

(ｳ) 修学資金については、新規及び更新契

約時に成人に達した修学者と連帯債務

契約を締結（対象者の 80％を達成目標

とする）し、債権保全を強化する。 

(ｴ)  住宅資金のうち増改築又は補修に要

する資金及び中古住宅の購入に要する

資金については、前中期計画期間中のリ

スク管理債権平均残高の 90％以下に抑

制する。 

 

④ 融資業務研修会の開催 

元島民等により構成される団体の支部

長、推進員等を対象に、融資制度の内容や

管理回収状況及び法改正について、正確な

情報を提供し理解を深めてもらうため融

資業務研修会を開催する。 
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 （削除） 

 

 

 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計

画及び資金計画 

    別 紙 

 

４．短期借入金の限度額 

【一般業務勘定】 

運営費交付金の出入に時間差が生じた場

合、不測な事態が生じた場合等に充てるた

め、短期借入金を借り入れできることとし、

その限度額を年間５千万円とする。 

 

【貸付業務勘定】 

貸付に必要な資金に充てるため、短期借

入金を借り入れできることとし、その限度

額を年間 14億円とする。 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見込ま

れる財産がある場合には、当該財産の処分に

関する計画 

 該当なし 

 

６．重要な財産の処分等に関する計画 

低利な資金調達を可能にするため、長期借

入金の借入先金融機関に対し、基金資産 10億

円を担保に供するものとする。 

 

７．剰余金の使途 

剰余金は、職員の研修機会の充実、わかり

・ 住宅新築資金の在り方については、

主務官庁の方針が決定された後、一定

の周知期間を置いた上で、当該方針に

従い、その措置を講ずること。 

 

・ 主務官庁において行う、すべての貸

付資金についての必要性等の再検証

及び国からの利子補給金抑制策につ

いての検討結果を受け、上記の措置を

含め必要な措置を講ずること。 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計

画及び資金計画 

    別 紙 

 

４．短期借入金の限度額 

【一般業務勘定】 

運営費交付金の出入に時間差が生じた場

合、不測な事態が生じた場合等に充てるた

め、短期借入金を借り入れできることとし、

その限度額を年間５千万円とする。 

 

【貸付業務勘定】 

貸付に必要な資金に充てるため、短期借

入金を借り入れできることとし、その限度

額を年間 14億円とする。 

 

 （追加） 

 

 

 

 

５．重要な財産の処分等に関する計画 

低利な資金調達を可能にするため、長期借

入金の借入先金融機関に対し、基金資産 10億

円を担保に供するものとする。 

 

６．剰余金の使途 

剰余金は、職員の研修機会の充実、わかり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計

画及び資金計画 

  別 紙  

 

４．短期借入金の限度額 

 【一般業務勘定】 

運営費交付金の出入に時間差が生じた場

合、不測な事態が生じた場合等に充てるた

め、短期借入金を借り入れできることとし、

その限度額を５千万円とする。 

 

 【貸付業務勘定】 

   貸付に必要な資金に充てるため、短期借

入金を借り入れできることとし、その限度

額を 14億円とする。 

 

５．不要財産又は不要財産となることが見込ま

れる財産がある場合には、当該財産の処分

に関する計画 

   該当なし 

 

６．重要な財産の処分等に関する計画 

低利な資金調達を可能にするため、長期借

入金の借入先金融機関に対し、基金資産 10億

円を担保に供するものとする。 

 

７．剰余金の使途 

  剰余金は、職員の研修機会の充実、わかり

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計

画及び資金計画 

  別 紙  

 

４．短期借入金の限度額 

 【一般業務勘定】 

運営費交付金の出入に時間差が生じた場

合、不測な事態が生じた場合等に充てるた

め、短期借入金を借り入れできることとし、

その限度額を５千万円とする。 

 

 【貸付業務勘定】 

   貸付に必要な資金に充てるため、短期借

入金を借り入れできることとし、その限度

額を 14億円とする。 

 

 

 

 

 

 

５．重要な財産の処分等に関する計画 

低利な資金調達を可能にするため、長期借

入金の借入先金融機関に対し、基金資産 10億

円を担保に供するものとする。 

 

６．剰余金の使途 

  剰余金は、職員の研修機会の充実、わかり
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やすい情報提供の充実等に充てる。 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する

事項 

（１）施設及び設備に関する計画 

下記の北方領土啓発施設について必 要

な改修を行う。 

（単位：百万円） 

施設名（所在地） 予定

額 

財源 

羅臼国後展望塔 

（羅臼町礼文町） 
５４ 

施設整備費補

助金 

 

 

 

（２）人事に関する計画 

① 方針 

職員の適性を的確に把握し、適性に応

じた人員配置を行う。 

業務上必要な研修に積極的に参加さ

せ、職員の能力開発を図るなど、業務上

必要な知識・技術の向上を目指す。特に、

職員のロシア語習得の推進に努め、職員

を採用する際にはロシア語のスキルを考

慮した募集を行うこと等の措置を講じる

ものとする。 

 

② 人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、期首を上回らな

いものとする。 

 

   （参考１） 

    １）期首の常勤職員数  17人 

    ２）期末の常勤職員数  17人 

 

   （参考２）中期計画期間中の人件費総額 

中期目標期間中の人件費総額見込み 

    【法人単位】937百万円（非常勤役員報酬を

除く） 

やすい情報提供の充実等に充てる。 

 

７．その他主務省令で定める業務運営に関する

事項 

（１）施設及び設備に関する計画 

下記の北方領土啓発施設について必 要

な改修を行う。 

（単位：百万円） 

施設名（所在地） 予定

額 

財源 

①北方館（根室市納沙

布岬） 

７９ 施設整備費補

助金 

②別海北方展望塔 

（別海町尾岱滑沼） 

６４ 施設整備費補

助金 

 

（２）人事に関する計画 

① 方針 

職員の適性を的確に把握し、適性に応

じた人員配置を行う。 

業務上必要な研修に積極的に参加さ

せ、職員の能力開発を図るなど、業務上

必要な知識・技術の向上を目指す。 

 

 

 

 

 

② 人員に係る指標 

期末の常勤職員数は、期首より 1 名削

減するものとする。 

 

   （参考１） 

    １）期首の常勤職員数  18人 

    ２）期末の常勤職員数  17人 

 

   （参考２）中期計画期間中の人件費総額 

中期目標期間中の人件費総額見込み 

    【法人単位】 990 百万円（非常勤役員報酬

を除く） 

やすい情報提供の充実等に充てる。 

 

８．その他主務省令で定める業務運営に関する

事項 

(1)  施設及び設備に関する計画 

   下記の北方領土啓発施設について必要な

改修を行う。 

（単位：百万円） 

施設名（所在地） 予定

額 
財源 

羅臼国後展望塔 
（羅臼町礼文町） 

５４ 
施設整備費補

助金 
 

 

 

(2)  人事に関する計画 

 

職員の適性を的確に把握し、適材適所の

人員配置に努める。 

業務上必要な研修に積極的に参加させ、

職員の能力開発を図るなど、業務上必要な知

識・技術の向上を目指す。特に、職員のロシ

ア語習得の推進に努め、職員を採用する際に

はロシア語のスキルを考慮した募集を行う

こと等の措置を講じるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やすい情報提供の充実等に充てる。 

 

７．その他主務省令で定める業務運営に関する

事項 

(1)  施設及び設備に関する計画 

該当なし 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2)  人事に関する計画 

 

職員の適性を的確に把握し、適材適所の

人員配置に努める。 

業務上必要な研修に積極的に参加させ、

職員の能力開発を図るなど、業務上必要な

知識・技術の向上を目指す。  
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（３）中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間中の業務を効率的に実施す

るために、次期中期目標期間にわたって契

約を行うことがある。 

 

（４）情報セキュリティ対策 

政府の方針を踏まえ、情報セキュリティ対

策の向上を図る。 

 

 

 （追加） 

 

 

 

 

（追加） 

 

(3) 中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間中の業務を効率的に実施

するために、次期中期目標期間にわたって

契約を行うことがある。 

 

(4) 情報セキュリティ対策 

  政府の方針を踏まえ、情報セキュリティ対

策の向上を図る。 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

（追加） 
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